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※赤線、赤字は補強部を示す。 

図-2-3 水平断面図 
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※赤線、赤字は補強部を示す。 

図-2-4 水平断面図 









































































































































































































































（別冊１—２２） 

再処理施設に関する設計及び工事の計画

（動力分電盤制御用電源回路の一部変更（その２））



（添付１） 
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別 図 一 覧 
 

 
別図－１ ウラン脱硝施設の換排気系分電盤（ＤＶ盤）の配置図 

別図－２ ウラン脱硝施設の換排気系分電盤（ＤＶ盤）制御用電源回路変更配置図 

別図－３ ウラン脱硝施設の換排気系分電盤（ＤＶ盤）制御用電源回路変更概要図  

（１／２） 

別図－４ ウラン脱硝施設の換排気系分電盤（ＤＶ盤）制御用電源回路変更概要図 

（２／２） 

別図－５ ウラン脱硝施設のプロセス系分電盤（ＤＰ盤）の配置図 

別図－６ ウラン脱硝施設のプロセス系分電盤（ＤＰ盤）制御用電源回路変更配置図 

別図－７ ウラン脱硝施設のプロセス系分電盤（ＤＰ盤）制御用電源回路変更概要図 

（１／２） 

別図－８ ウラン脱硝施設のプロセス系分電盤（ＤＰ盤）制御用電源回路変更概要図 

（２／２） 

別図－９ 動力分電盤制御用電源回路の一部変更（その２）に係る工事フロー 
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表 一 覧 
 

表－１ 対象及び変更内容 

表－２ 機器一覧（１／２）～（２／２） 

 表－３ 動力分電盤制御用電源回路の一部変更（その２）に係る工事工程表 
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１．変更の概要 
 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法（平成 16 年法律第 155 号）附則第

18 条第 1 項に基づき、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭

和 32 年法律第 166 号）第 44 条第 1 項の指定があったものとみなされた再処理施設

について、平成 30 年 6 月 13 日付け原規規発第 1806132 号をもって認可を受け、

令和 2 年 9 月 25 日付け原規規発第 2009252 号をもって変更の認可を受けた核燃料

サイクル工学研究所の再処理施設の廃止措置計画（以下「廃止措置計画」という。）

について、変更認可の申請を行う。 

今回、工事を行う動力分電盤制御用電源回路の一部変更（その２）に係る廃止措

置計画変更認可の申請は、昭和 57 年 12 月 4 日に認可（57 安(核規)第 585 号）を受

けた「脱硝施設（その２）ウラン脱硝施設」のうち、動力分電盤において制御用電

源回路の一部変更を行うものである。 

変更を行う理由は、動力分電盤内の制御用電源回路が 1 号系及び 2 号系とも共通

となっており、電気機器（配線用遮断器、電磁接触器等）に不具合が発生した場合、

建家換気系送排風機、フード系排風機及び工程廃気用排風機が予備機も含め起動し

ない事象が発生する。 

当該事象の発生により、閉じ込め機能の維持ができなくなるリスクを低減するた

め、共通となっている制御用電源回路を 1 号系及び 2 号系に分離する処置を行うも

のである。 

動力分電盤制御用電源回路の一部変更（その２）に関する設計及び工事の計画に

係る廃止措置計画変更認可の申請は、昭和 61 年 3 月 28 日の使用前検査合格証（61

安(核規) 第 152 号）の取得後、最初のものである。 
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２．準拠すべき法令、基準及び規格 
 

「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」 

 (昭和 32 年法律第 166 号) 

「使用済燃料の再処理の事業に関する規則」(昭和 46 年総理府令第 10 号) 

「再処理施設の技術基準に関する規則」(令和 2 年原子力規制委員会規則第 9 号) 

「電気用品安全法」(昭和 36 年法律第 234 号) 

「電気設備に関する技術基準を定める省令」(平成 9 年通商産業省令第 52 号) 

「日本産業規格（JIS）」 

「日本電機工業会規格（JEM）」 

「電気規格調査会標準規格（JEC）」（電気学会） 
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３．設計の基本方針 
 

本申請に係る動力分電盤は、ウラン脱硝施設の建家換気系送排風機、フード系排

風機及び工程廃気用排風機の負荷へ電源を供給する設備であり、事業指定申請書の

安全設計に従い変電所から２系統の給電線により受電し、万一、一方の系統が故障

しても健全な系統から負荷設備のうち重要なものについては給電するよう設置され

ている。 

本申請において、ウラン脱硝施設に設置している動力分電盤に係る制御用電源回

路の電気機器（配線用遮断器、電磁接触器等）に不具合が発生した場合、建家換気

系送排風機、フード系排風機及び工程廃気用排風機が予備機も含め起動しないリス

クを低減するため、共通となっている制御用電源回路を１号系及び２号系に分離す

るものであり、再処理施設の技術基準に関する規則(令和 2 年原子力規制委員会規則

第 9 号)第６条第１項、第１０条第２号、第１１条第３項並びに第１６条第２項及び

第３項に規定する技術上の基準を満足するよう行う。 

また、本申請で設置する電気機器（配線用遮断器、変圧器、電磁接触器、ヒュー

ズ及び電線）は、一般市販品（汎用品）を選定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

４．設計条件及び仕様 
 
（1）設計条件 

本申請による動力分電盤制御用電源回路の一部変更は、以下の条件を満足するよ

う設計する。対象及び変更内容を表－１に示す。 

① 制御用電源回路を１号系及び２号系に分離し、独立した回路とする。 

② 制御用電源回路の変更が安全に短時間で行えるようにする。 

③ 制御用電源回路の一部変更で使用する電気機器は、表－２に示す一般市販品

（汎用品）を選定する。 

④ 電線は難燃性のものを使用する。  

 

表－１ 対象及び変更内容 

 

（2）仕様 

本申請において使用する配線用遮断器、変圧器、電磁接触器、ヒューズ及び電線は、

「電気用品安全法」、「日本産業規格（JIS）」、「日本電機工業会規格（JEM）」及び「電

気規格調査会標準規格（JEC）」のいずれか又は複数に適合若しくは準拠したものから、

使用電圧、負荷電流等を考慮して選定する。なお、選定に当たっては、「電気設備に

関する技術基準を定める省令」を満足するものとする。 

機器一覧を表－２に示す。 

 

 

 

 

施設名 名 称 
主な給電対象 

（負荷設備） 
回路変更の内容 

耐震 

分類 
備考 

ウラン脱硝 
施設 

換排気系 
分電盤 

（ＤＶ盤） 

建家換気系送排風機 
・制御用電源回路を１号系 

及び２号系に分離 
Ｃ 

別図－１ 
～４参照 

フード系排風機 
・分離に必要な配線用遮断 

器、変圧器等の機器を設置 

プロセス系 
分電盤 

（ＤＰ盤） 
工程廃気用排風機 

・制御用電源回路を１号系 
及び２号系に分離 

Ｃ 
別図－５ 
～８参照 ・分離に必要な配線用遮断 

器、変圧器等の機器を設置 
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表－２ 機器一覧（１／２） 

施
設
名 

対象 番号 機器名称 仕様 負荷側の条件 適用規格 

ウ
ラ
ン
脱
硝
施
設 

(

Ｄ
Ｖ
盤)

 

換
排
気
系
分
電
盤 

1 
配線用遮断器 

(変圧器一次側) 

型式：NF125-HV 3P 

短絡電流の遮断能力 

：50 kA 

過負荷時のトリップ

電流：15 A 

400 V 回路の短絡

電流（10 kA）を

遮断できること。 

負荷電流：1 A 

JIS C 8201-2-1 

2 
配線用遮断器 

(変圧器二次側) 

型式：NF63-CV 2 P 

過負荷時のトリップ 

電流：30 A 

負荷電流：2 A JIS C 8201-2-1 

3 変圧器 

型式：USN-B 

一次電圧：420 V 

二次電圧：105 V 

容量：1 kVA 

一次電圧：420 V 

二次電圧：105 V 

負荷容量： 

0.3 kVA 

JIS C 6436 

JEC 2200 

4 電磁接触器 

型式：PAK-26J 

定格電圧：100 V 

定格電流：26 A 

使用電圧：100 V 

負荷電流：2 A 

JIS C 8201-4-1 

JEM 1038 

5 ヒューズ 

型式：AFaC-3 

定格電圧：600 V 

定格電流：3 A 

使用電圧：100 V 

負荷電流：0.2 A 
JIS C 8319 

6 電線 

型式：NC-HKIV 

公称断面積：5.5 mm2 

定格電圧：600 V 

定格電流：59 A 

使用電圧：100 V 

負荷電流：2 A 

JIS C 3005 

JIS K 7201-2 

7 電線 

型式：M-KIVLF 

公称断面積：2.0 mm2 

定格電圧：600 V 

定格電流：27 A 

使用電圧：100 V 

負荷電流：1 A 

JIS C 3316 

JIS C 3005 

(

Ｄ
Ｐ
盤)

 

プ
ロ
セ
ス
系
分
電
盤 

1 
配線用遮断器 

(変圧器一次側) 

型式：NF125-HV 3 P 

短絡電流の遮断能力 

：50 kA 

過負荷時のトリップ

電流：15 A 

400 V 回路の短絡

電流（10 kA）を

遮断できること。 

負荷電流：1 A 

JIS C 8201-2-1 

2 
配線用遮断器 

(変圧器二次側) 

型式：NF63-CV 2 P 

過負荷時のトリップ 

電流：30 A 

負荷電流：1 A JIS C 8201-2-1 

3 変圧器 

型式：USN-B 

一次電圧：420 V 

二次電圧：105 V 

容量：1 kVA 

一次電圧：420 V 

二次電圧：105 V 

負荷容量： 

0.1 kVA 

JIS C 6436 

JEC 2200 

4 電磁接触器 

型式：PAK-26J 

定格電圧：100 V 

定格電流：26 A 

使用電圧：100 V 

負荷電流：1 A 

JIS C 8201-4-1 

JEM 1038 
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表－２ 機器一覧（２／２） 

施
設
名 

対象 番号 機器名称 仕様 負荷側の条件 適用規格 

ウ
ラ
ン
脱
硝
施
設 

(

Ｄ
Ｐ
盤)

 

プ
ロ
セ
ス
系
分
電
盤 

5 ヒューズ 

型式：AFaC-3 

定格電圧：600 V 

定格電流：3 A 

使用電圧：100 V 

負荷電流：0.1 A 
JIS C 8319 

6 電線 

型式：NC-HKIV 

公称断面積：5.5 mm2 

定格電圧：600 V 

定格電流：59 A 

使用電圧：100 V 

負荷電流：1 A 

JIS C 3005 

JIS K 7201-2 

7 電線 

型式：M-KIVLF 

公称断面積：2.0 mm2 

定格電圧：600 V 

定格電流：27 A 

使用電圧：100 V 

負荷電流：1 A 

JIS C 3316 

JIS C 3005 

 

（3）保守 

当該動力分電盤制御用電源回路は、その機能を維持するため、適切な保守ができ

るようにする。保守において交換する部品類は、配線用遮断器、変圧器、電磁接触

器、ヒューズ及び電線であり、これらの予備品を確保し、再処理施設保安規定に基

づき、適宜交換する。 
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５．工事の方法 

 

本申請に係る動力分電盤は、再処理施設の事業指定を受けたものである。 

本申請における工事については、再処理施設の技術基準に関する規則に適合する

よう工事を実施し、技術基準に適合していることを適時の試験・検査により確認す

る。 

    

（1）工事の手順 

本工事に用いる配線用遮断器、変圧器、電磁接触器、ヒューズ及び電線は、仕様

確認により、仕様を満足していることを確認する。 

制御用電源回路の分離を行う際は、現地へ搬入した電気機器を１号系又は２号系

の動力分電盤内に取り付けたのち、当該系統を停電させて配線を接続することで残

り１系統の給電を継続しながら工事する。残りのもう 1 系統も同様の手順で工事を

実施する。 

これらの工事により、電気機器を所定の場所に据付け、試験・検査を適時実施す

る。本工事フローを別図－９に示す。 

本工事において実施する試験・検査項目、検査対象、検査方法及び判定基準を以

下に示す。 

 

① 仕様確認 

対象：動力分電盤制御用電源回路の一部変更に使用する電気機器 

方法：制御用電源回路の一部変更に使用する配線用遮断器、変圧器、電磁接

触器、ヒューズ及び電線が表－２に示す選定条件の仕様であることを

検査記録により確認する。 

判定：表－２に示す仕様であること。 

 

② 据付・外観検査 

対象：動力分電盤制御用電源回路の一部変更に使用する電気機器 

方法：制御用電源回路の一部変更に使用する主な機器が別図－２、６の機器配

置図に示す位置に設置してあることを目視により確認する。 

判定：所定の位置に設置してあること。 
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③ 作動試験（１） 

対象：動力分電盤制御用電源回路の一部変更に使用する電気機器 

方法：制御用電源回路に設置した配線用遮断器、変圧器、電磁接触器が停電   

及び通電状態で別図－４、８の展開接続図どおり作動することを目視に

より確認する。また、制御用電源回路の電圧が展開接続図どおりである

ことを電圧計で測定する。 

判定：停電及び通電状態において、制御用電源回路に配置した電磁接触器が 

正常に作動すること。また、制御用電源回路の電圧が変圧器の二次側で 

１００ Ｖ±１０ Ｖであること。 

 

   ④ 作動試験（２） 

対象：動力分電盤制御用電源回路の一部変更に使用する電気機器及び負荷設備 

方法：負荷設備が正常に起動することを目視により確認する。 

判定：負荷設備が正常に起動すること。 

 

（2）工事上の安全対策 

本工事に際しては、以下の工事上の注意事項に従い行う。 

① 本工事の保安については、再処理施設保安規定に従うとともに、労働安全衛生

法に従い、作業者に係る労働災害の防止に努める。 

② 本工事においては、動力分電盤制御用電源回路の一部変更に係る作業手順、装

備、汚染管理、連絡体制等について十分に検討した特殊放射線作業計画書を作

成し、作業を実施する。 

③ 本工事は活線近接作業となることから、活線又は活線近接作業管理要領に基づ

き、近接する活線部を十分に養生する等感電災害を防止するとともに、既設設

備に損傷を与えないよう必要な措置を講じる。 

④ 制御用電源回路への給電は工事中においても継続し、建家換気系送排風機、フ

ード系排風機及び工程廃気用排風機の運転に影響が生じない状態で行う。 

⑤ 制御用電源回路の分離を行う際は、あらかじめ新設する制御用電源回路の機器

を動力分電盤内に設置したのち、２系統のうちの１系統を停電した状態で結線

作業を行うことで短時間（10 分程度）に終了させる。なお、万一、運転中の

排風機等が停止した場合は、速やかに作業を中断し、停電系統を復旧させ、予
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備機の運転を行う。 

⑥ 工事を行う系統を停電させる前に、母線連絡用遮断器の投入禁止の処置を講じ

る。 

⑦ 制御用電源回路の分離を行う際は、被水防止対策として動力分電盤周辺の配管

等の損傷に注意し、必要な箇所に養生等の措置を行う。 

⑧ 本工事においては、経年変化を考慮して作業場所の汚染確認を実施するととも

に、必要に応じ、除染、遮蔽等の処置を講じて作業者の被ばく及び作業場所の

汚染拡大を防止する。 

⑨ 本工事に係る作業の開始前と終了後において、周辺設備の状態に変化がないこ

とを確認し、設備の異常の早期発見に努める。 
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６．工事の工程 

 

本申請に係る工事の工程を表－３に示す。 

 

表－３ 動力分電盤制御用電源回路の一部変更（その２）に係る工事工程表 

 令和２年度 
備 考 

１１月 １２月 １月 ２月 ３月 

動 力 分 電 盤 

制御用電源回

路の一部変更

（ そ の ２ ） 

      

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工 事 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別   図  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウラン脱硝施設 ２階平面図 

別図-１ ウラン脱硝施設の換排気系分電盤（ＤＶ盤）の配置図 

：申請対象の分電盤 

換排気系分電盤 
（ＤＶ盤） 

分電盤室 
（G2 24） 

（盤裏面） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

  

 

 

 

 

  

 

別図-２ ウラン脱硝施設の換排気系分電盤（ＤＶ盤） 制御用電源回路変更配置図 

① 1 号系制御用電源回路 

② 2 号系制御用電源回路 

番号 機器名称 型式 

 
配線用遮断器 

（変圧器一次側） NF125-HV 3P 

 
配線用遮断器 

（変圧器二次側） NF63-CV 2P 

 変圧器 USN-B 

 電磁接触器 PAK-26J 

 ヒューズ AFaC-3 

外形図（裏面） 

機器配置図 

：申請範囲 

①、②内部の機器配置図 

１ ２ 
３ 

５ 

４ 

① ② 

１ 

３ 

４ 

５ 

２ 



 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  別図－３ ウラン脱硝施設の換排気系分電盤（ＤＶ盤） 制御用電源回路変更概要図（１／２） 

母線連絡用 
遮断器 

 

リレー等の 
制御機器 

第 2 中間開閉所より 
（１号系 3 相 400 V） 

第 2 中間開閉所より 
（2 号系 3 相 400 V） 

［変更前］ ［変更後］ ：申請範囲 

単線結線図 

Ｍ 

1 号系の負荷設備 2 号系の負荷設備 

機器制御回路 
 

配線用 
遮断器 

電磁 
接触器 

Ｍ Ｍ Ｍ 

機器制御回路 

1 号系 
受電用遮断器 

2 号系 
受電用遮断器 

機器制御回路 
 

電磁 
接触器 

配線用 
遮断器 

電磁 
接触器 

配線用 
遮断器 

電磁 
接触器 

配線用 
遮断器 

配線用 
遮断器 

変圧器 
420 V/105 V 

変圧器 
420 V/105 V 

Ｍ Ｍ 

1 号系制御用電源回路（設置） 2 号系制御用電源回路(設置) 
 

Ｍ Ｍ 

1 号系の負荷設備 2 号系の負荷設備 

機器制御回路 

配線用 
遮断器 

1 号系 
受電用遮断器 

2 号系 
受電用遮断器 

母線連絡用 
遮断器 

 

第 2 中間開閉所より 
（１号系 3 相 400 V） 

第 2 中間開閉所より 
（2 号系 3 相 400 V） 

プロセス系分電盤(DP 盤)より 
（単相 100 V） 

リレー等の 
制御機器 

プロセス系分電盤(DP 盤)より 
（単相 100 V） 



 

 

 

 
 

   別図－４ ウラン脱硝施設の換排気系分電盤（ＤＶ盤） 制御用電源回路変更概要図（２／２） 

1 号系制御用電源回路 

R11 

S11 

T11 

 

1 号系 3 相 400 V 

配線用遮断器 
（15 A） 

配線用遮断器 
（30 A） 

変圧器 
420 V/105 V 

CMa 

RM 

電磁接触器 

コントロールパネル 

電磁接触器 
（CMa） 

2 号系制御用電源回路 

電磁接触器 
（CMb） 

変圧器 
420 V/105 V 

配線用遮断器 
（15 A） 

配線用遮断器 

（30 A） 

DVa1 DVb1 

機器制御回路へ 

DVa2 DVb2 

機器制御回路へ 

ヒューズ 
（3 A） 

CL1 

表示回路へ 

ヒューズ 
（3 A） 

CL2 

表示回路へ 

：申請範囲 

RM 

展開接続図 

R12 

S12 

T12 

 

2 号系 3 相 400 V 

CMb 電磁接触器 

コントロールパネル 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウラン脱硝施設 2 階平面図 

別図－５ ウラン脱硝施設のプロセス系分電盤（ＤＰ盤）の配置図 

：申請対象の分電盤 

プロセス系分電盤 
（ＤＰ盤） 

分電盤室 
（G2 24） 

（盤裏面） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

  

 

別図－６ ウラン脱硝施設のプロセス系分電盤（ＤＰ盤） 制御用電源回路変更配置図 

① 1 号系制御用電源回路 

② 2 号系制御用電源回路 

番号 機器名称 型式 

 
配線用遮断器 

（変圧器一次側） NF125-HV 3P 

 
配線用遮断器 

（変圧器二次側） NF63-CV 2P 

 変圧器 USN-B 

 電磁接触器 PAK-26J 

 ヒューズ AFaC-3 

外形図（裏面） 

機器配置図 

：申請範囲 

①、②内部の機器配置図 

１ ２ 
３ 

５ 

４ 

１ 

３ 

４ 

５ 

２ 

① ② 



 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  別図－７ ウラン脱硝施設のプロセス系分電盤（ＤＰ盤） 制御用電源回路変更概要図（１／２） 

母線連絡用 
遮断器 

 

第 2 中間開閉所より 
（１号系 3 相 400 V） 

第 2 中間開閉所より 
（2 号系 3 相 400 V） 

［変更前］ ［変更後］ ：申請範囲 

単線結線図 

配線用 
遮断器 

Ｍ 

1 号系の負荷設備 2 号系の負荷設備 

機器制御回路 
 

配線用 
遮断器 

電磁 
接触器 

Ｍ Ｍ Ｍ 

制御用電源回路 

電磁 
接触器 

電磁 
接触器 

配線用 
遮断器 

配線用 
遮断器 

機器制御回路 

１号系 
受電用遮断器 

２号系 
受電用遮断器 

電磁 
接触器 

機器制御回路 
 

電磁 
接触器 

配線用 
遮断器 

電磁 
接触器 

配線用 
遮断器 

電磁 
接触器 

配線用 
遮断器 

配線用 
遮断器 

変圧器 
420 V/105 V 

変圧器 
420 V/105 V 

Ｍ Ｍ 

1 号系制御用電源回路（設置） 2 号系制御用電源回路(設置) 
 

Ｍ Ｍ 

1 号系の負荷設備 2 号系の負荷設備 

機器制御回路 

配線用 
遮断器 

１号系 
受電用遮断器 

２号系 
受電用遮断器 

母線連絡用 
遮断器 

 

第 2 中間開閉所より 
（１号系 3 相 400 V） 

第 2 中間開閉所より 
（2 号系 3 相 400 V） 

制御電源 TR 盤より 
（１号系単相 100 V） 

制御電源 TR 盤より 
（2 号系単相 100 V） 

制御用電源回路 

電磁 
接触器 

電磁 
接触器 

配線用 
遮断器 

配線用 
遮断器 

制御電源 TR 盤より 
（１号系単相 100 V） 

制御電源 TR 盤より 
（2 号系単相 100 V） 

直流電源装置より 
（DC100 V） 

リレー等の 
制御機器 

直流電源装置より 
（DC100 V） 

リレー等の 
制御機器 

換排気系分電盤(DV 盤)へ 換排気系分電盤(DV 盤)へ 

電磁 
接触器 

電磁 
接触器 

配線用 
遮断器 

配線用 
遮断器 



 

 

 

 
 

   別図－８ ウラン脱硝施設のプロセス系分電盤（ＤＰ盤） 制御用電源回路変更概要図（２／２） 

1 号系制御用電源回路 

R11 

S11 

T11 

 

1 号系 3 相 400 V 

配線用遮断器 
（15 A） 

配線用遮断器 
（30 A） 

変圧器 
420 V/105 V 

CMa 

RM 

電磁接触器 

コントロールパネル 

電磁接触器 
（CMa） 

2 号系制御用電源回路 

電磁接触器 
（CMb） 

変圧器 
420 V/105 V 

配線用遮断器 
（15 A） 

配線用遮断器 

（30 A） 

DPa1 DPb1 

機器制御回路へ 

DPa2 DPb2 

機器制御回路へ 

ヒューズ 
（3 A） 

CL1 

表示回路へ 

ヒューズ 
（3 A） 

CL2 

表示回路へ 

展開接続図 

R12 

S12 

T12 

 

2 号系 3 相 400 V 

CMb 

RM 

電磁接触器 

コントロールパネル 

：申請範囲 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別図－９  動力分電盤制御用電源回路の一部変更（その２）に係る工事フロー 

：据付・外観検査 据 

：作動試験(1) 

：仕様確認 仕 

：作動試験(2) 

作 １ 

作 2 

資材入手 

据付 

工事完了 

機器入手 

搬入 

・電線 

加工・組立 

加工 

据付 

片系統 

もう一方の 
片系統 

仕 

・配線用遮断器 
・変圧器 
・電磁接触器 
・ヒューズ 

据 

据 

現 地 

工 場 

作 1 作 2 

作 1 作 2 

【既設動力分電盤】 



 

 

 

 

 
 
 

添 付 資 料 
 
 
 
１．申請に係る「再処理施設の技術基準に関する規則」

との適合性 
 
２．申請に係る「核原料物質、核燃料物質及び原子炉

の規制に関する法律」第 44 条第 1 項の指定若しくは

同法第 44 条の 4 第 1 項の許可を受けたところ又は同

条第 2 項の規定により届け出たところによるもので

あることを説明した書類 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１．申請に係る「再処理施設の技術基準に関する規則」

との適合性 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

1－1 

本申請に係る「再処理施設に関する設計及び工事の計画」は以下に示すとおり「再処

理施設の技術基準に関する規則」に掲げる技術上の基準に適合している。 

技 術 基 準 の 条 項 
評価の必要性の有無 

適 合 性 
有・無 項・号 

第一条 定義 － － － 

第二条 特殊な設計による再処理施設 無 － － 

第三条 
廃止措置中の再処理施設の維

持 
無 － － 

第四条 核燃料物質の臨界防止 無 － － 

第五条 安全機能を有する施設の地盤 無 － － 

第六条 地震による損傷の防止 有 第１項 別紙－１に示すとおり 

第七条 津波による損傷の防止 無   

第八条 
外部からの衝撃による損傷の

防止 
無 － － 

第九条 
再処理施設への人の不法な侵

入等の防止 
無 － － 

第十条 閉じ込めの機能 有 第二号 別紙－２に示すとおり 

第十一条 火災等による損傷の防止 有 第３項 別紙－３に示すとおり 

第十二条 
再処理施設内における 溢

い っ

水

による損傷の防止 
無 － － 

第十三条 
再処理施設内における化学薬

品の漏えいによる損傷の防止 
無 － － 

第十四条 安全避難通路等 無 － － 

第十五条 安全上重要な施設 無 － － 

第十六条 安全機能を有する施設 有 第２、３項 別紙－４に示すとおり 

第十七条 材料及び構造 無 － － 

第十八条 搬送設備 無 － － 

第十九条 使用済燃料の貯蔵施設等 無 － － 

第二十条 計測制御系統施設 無 － － 

第二十一条 放射線管理施設 無 － － 



1－2 

技 術 基 準 の 条 項 
評価の必要性の有無 

適 合 性 
有・無 項・号 

第二十二条 安全保護回路 無 － － 

第二十三条 制御室等 無 － － 

第二十四条 廃棄施設 無 － － 

第二十五条 保管廃棄施設 無 － － 

第二十六条 
使用済燃料等による汚染の防

止 
無 － － 

第二十七条 遮蔽 無 － － 

第二十八条 換気設備 無 － － 

第二十九条 保安電源設備 無 － － 

第三十条 緊急時対策所 無 － － 

第三十一条 通信連絡設備 無 － － 

第三十二条 重大事故等対処施設の地盤 無 － － 

第三十三条 地震による損傷の防止 無 － － 

第三十四条 津波による損傷の防止 無 － － 

第三十五条 火災等による損傷の防止 無 － － 

第三十六条 重大事故等対処設備 無 － － 

第三十七条 材料及び構造 無 － － 

第三十八条 
臨界事故の拡大を防止するた

めの設備 
無 － － 

第三十九条 
冷却機能の喪失による蒸発乾

固に対処するための設備 
無 － － 

第四十条 

放射線分解により発生する水

素による爆発に対処するため

の設備 

無 － － 

第四十一条 
有機溶媒等による火災又は爆

発に対処するための設備 
無 － － 

第四十二条 
使用済燃料貯蔵槽の冷却等の

ための設備 
無 － － 

第四十三条 
放射性物質の漏えいに対処す

るための設備 
無 － － 



1－3 

技 術 基 準 の 条 項 
評価の必要性の有無 

適 合 性 
有・無 項・号 

第四十四条 
工場等外への放射性物質等の

放出を抑制するための設備 
無 － － 

第四十五条 
重大事故等への対処に必要と

なる水の供給設備 
無 － － 

第四十六条 電源設備 無 － － 

第四十七条 計装設備 無 － － 

第四十八条 制御室 無 － － 

第四十九条 監視測定設備 無 － － 

第五十条 緊急時対策所 無 － － 

第五十一条 
通信連絡を行うために必要な

設備 
無 － － 

第五十二条 電磁的記録媒体による手続 無 － － 



1－4 

別紙－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １ 本申請は、動力分電盤制御用電源回路の一部を変更するものであり、既設動力分

電盤の支持構造は変更しない。 

ウラン脱硝施設の動力分電盤（耐震分類Ｃ類）においては、動力分電盤内に追加

設置する電気機器の質量は微小(１５ ㎏以下)であり、設置後の動力分電盤の質量は

微増（１．５％以下）であるため、耐震性に影響は与えない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第六条（地震による損傷の防止） 

   安全機能を有する施設は、これに作用する地震力（事業指定基準規則第七条第二

項の規定により算定する地震力をいう。）による損壊により公衆に放射線障害を及

ぼすことがないものでなければならない。 

 

 ２ 耐震重要施設（事業指定基準規則第六条第一項に規定する耐震重要施設をいう。

以下同じ。）は、基準地震動による地震力（事業指定基準規則第七条第三項に規定

する基準地震動による地震力をいう。以下同じ。）に対してその安全性が損なわれ

るおそれがないものでなければならない。 

 

 ３ 耐震重要施設は、事業指定基準規則第七条第三項の地震により生ずる斜面の崩壊

によりその安全性が損なわれるおそれがないものでなければならない。 

 

 



1－5 

別紙－２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第十条（閉じ込めの機能） 

   安全機能を有する施設は、次に掲げるところにより、使用済燃料、使用済燃料

から分離された物又はこれらによって汚染された物（以下「使用済燃料等」とい

う。）を限定された区域に閉じ込める機能を保持するように設置されたものでな

ければならない。 

  一 流体状の使用済燃料等を内包する容器又は管に使用済燃料等を含まない

流体を導く管を接続する場合には、流体状の使用済燃料等が使用済燃料等を

含まない流体を導く管に逆流するおそれがない構造であること。 

 

  二 セルは、その内部を常時負圧状態に維持し得るものであること。 

 

  三 液体状の使用済燃料等を取り扱う設備をその内部に設置するセルは、当該

設備からの当該物質の漏えいを監視し得る構造であり、かつ、当該物質が漏

えいした場合にこれを安全に処理し得る構造であるとともに当該物質がセ

ル外に漏えいするおそれがない構造であること。 

 

  四 セル内に設置された流体状の使用済燃料等を内包する設備から、使用済燃

料等が当該設備の冷却水、加熱蒸気その他の熱媒中に漏えいするおそれがあ

る場合は、当該熱媒の系統は、必要に応じて、漏えい監視設備を備えるとと

もに、汚染した熱媒を安全に処理し得るように設置すること。 

 

  五 プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む

物質（以下この条において「プルトニウム等」という。）を取り扱うグロー

ブボックスは、その内部を常時負圧状態に維持し得るものであり、かつ、給

気口及び排気口を除き、密閉することができる構造であること。 

 

  六 液体状のプルトニウム等を取り扱うグローブボックスは、当該物質がグロ

ーブボックス外に漏えいするおそれがない構造であること。 
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二  動力分電盤制御用電源回路の分離を行う際は、現地へ搬入した電気機器を１号系

又は２号系の動力分電盤内に取り付けたのち、当該系統を停電させて配線を接続す

ることで残り 1 系統の給電を継続しながら工事する。残りのもう 1 系統も同様の手

順で工事を実施する。 

これにより、建家換気系送排風機、フード系排風機及び工程廃気用排風機の運転

を継続するため、閉じ込め機能に影響はない。 

七 密封されていない使用済燃料等を取り扱うフードは、その開口部の風速を適

切に維持し得るものであること。 

 

八 プルトニウム等を取り扱う室（保管廃棄する室を除く。）及び使用済燃料等

による汚染の発生のおそれがある室は、その内部を負圧状態に維持し得るもの

であること。 

   

   九  液体状の使用済燃料等を取り扱う設備が設置される施設（液体状の使用

済燃料等の漏えいが拡大するおそれがある部分に限る。）は、次に掲げる

ところによるものであること。 

    イ 施設内部の床面及び壁面は、液体状の使用済燃料等が漏えいし難いもの

であること。 

    ロ 液体状の使用済燃料等を取り扱う設備の周辺部又は施設外に通ずる出入

口若しくはその周辺部には、液体状の使用済燃料等が施設外へ漏えいす

ることを防止するための堰
せき

が設置されていること。ただし、施設内部の

床面が隣接する施設の床面又は地表面より低い場合であって、液体状の

使用済燃料等が施設外へ漏えいするおそれがないときは、この限りでな

い。 

    ハ 工場等の外に排水を排出する排水路（湧水に係るものであって使用済燃

料等により汚染するおそれがある管理区域内に開口部がないものを除

く。）の上に施設の床面がないようにすること。ただし、当該排水路に使

用済燃料等により汚染された排水を安全に廃棄する設備及び第二十一条

第三号に掲げる事項を計測する設備が設置されている場合は、この限り

でない。 
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別紙－３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第十一条（火災等による損傷の防止） 

   安全機能を有する施設は、火災又は爆発の影響を受けることにより再処理施設

の安全性に著しい支障が生ずるおそれがある場合において、消火設備（事業指定

基準規則第五条第一項に規定する消火設備をいう。以下同じ。）及び警報設備（警

報設備にあっては自動火災報知設備、漏電火災警報器その他の火災の発生を自動

的に検知し、警報を発するものに限る。以下同じ。）が設置されたものでなければ

ならない。 

 

２ 前項の消火設備及び警報設備は、その故障、損壊又は異常な作動により安全上

重要な施設の安全機能に著しい支障を及ぼすおそれがないものでなければならな

い。 

 

３ 安全機能を有する施設であって、火災又は爆発により損傷を受けるおそれがあ

るものは、可能な限り不燃性又は難燃性の材料を使用するとともに、必要に応じ

て防火壁の設置その他の適切な防護措置が講じられたものでなければならない。 

 

４ 有機溶媒その他の可燃性の液体（以下この条において「有機溶媒等」という。）

を取り扱う設備は、有機溶媒等の温度をその引火点以下に維持すること、不活性

ガス雰囲気で有機溶媒等を取り扱うことその他の火災及び爆発の発生を防止する

ための措置が講じられたものでなければならない。 

  

５ 有機溶媒等を取り扱う設備であって、静電気により着火するおそれがあるもの

は、適切に接地されているものでなければならない。 

 

６ 有機溶媒等を取り扱う設備をその内部に設置するセル、グローブボックス及び

室のうち、当該設備から有機溶媒等が漏えいした場合において爆発の危険性があ

るものは、換気その他の爆発を防止するための適切な措置が講じられたものでな

ければならない。 
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３ 本申請は、動力分電盤の制御用電源回路の一部を１号系及び２号系に分離するもの

であり、分離に使用する電線は難燃性のものを使用する。 

  敷設する電線が難燃性のものであることを仕様確認により確認する。 

 

 

 

 

 ７ 硝酸を含む溶液を内包する蒸発缶のうち、リン酸トリブチルその他の硝酸と反応

するおそれがある有機溶媒（爆発の危険性がないものを除く。次項において「リン

酸トリブチル等」という。）が混入するおそれがあるものは、当該設備の熱的制限

値を超えて加熱されるおそれがないものでなければならない。 

 

 ８ 再処理施設には、前項の蒸発缶に供給する溶液中のリン酸トリブチル等を十分に

除去し得る設備が設けられていなければならない。 

 

 ９ 水素を取り扱う設備（爆発の危険性がないものを除く。）は、適切に接地されて

いるものでなければならない。 

 

１０ 水素の発生のおそれがある設備は、発生した水素が滞留しない構造でなければな

らない。 

 

１１ 水素を取り扱い、又は水素の発生のおそれがある設備（爆発の危険性がないもの

を除く。）をその内部に設置するセル、グローブボックス及び室は、当該設備から

水素が漏えいした場合においてもこれが滞留しない構造とすることその他の爆発を

防止するための適切な措置が講じられたものでなければならない。 

 

１２ ジルコニウム金属粉末その他の著しく酸化しやすい固体廃棄物を保管廃棄する設

備は、水中における保管廃棄その他の火災及び爆発のおそれがない保管廃棄をし得

る構造でなければならない。 

 



1－9 

別紙－４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 本申請は、動力分電盤制御用電源回路の一部を１号系及び２号系に分離するもので

あり、その健全性及び能力を確認するため、その安全機能の重要度に応じ、再処理施

設の運転中又は停止中に検査又は試験ができるように設置する。 

 

３ 本申請は、動力分電盤制御用電源回路の一部を１号系及び２号系に分離するもので

あり、その安全機能を維持するため、適切な保守及び修理ができるように設置する。 

 
 
 
 

第十六条（安全機能を有する施設） 

 安全機能を有する施設は、設計基準事故時及び設計基準事故に至るまでの間に想

定される全ての環境条件において、その安全機能を発揮することができるように設

置されたものでなければならない。 

 

２ 安全機能を有する施設は、その健全性及び能力を確認するため、その安全機能

の重要度に応じ、再処理施設の運転中又は停止中に検査又は試験ができるように

設置されたものでなければならない。 

 

３ 安全機能を有する施設は、その安全機能を維持するため、適切な保守及び修理

ができるように設置されたものでなければならない。 

 

４ 安全機能を有する施設に属する設備であって、ポンプその他の機器又は配管の

損壊に伴う飛散物により損傷を受け、再処理施設の安全性を損なうことが想定さ

れるものは、防護措置その他の適切な措置が講じられたものでなければならない。 

 

５ 安全機能を有する施設は、二以上の原子力施設と共用する場合には、再処理施

設の安全性が損なわれないように設置されたものでなければならない。 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．申請に係る「核原料物質、核燃料物質及び原子炉

の規制に関する法律」第 44 条第 1 項の指定若しくは

同法第 44 条の 4 第 1 項の許可を受けたところ又は同

条第 2 項の規定により届け出たところによるもので

あることを説明した書類 
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原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規

制に関する法律等の一部を改正する法律附則第 5 条第 6 項において読み替えて準用する

同法第 4 条第 1 項の規定に基づき、独立行政法人日本原子力研究開発機構法（平成 16 年

法律第 155 号）附則第 18 条第 1 項により、指定があったものとみなされた再処理事業指

定申請書について、令和 2 年 4 月 22 日付け令 02 原機（再）007 により届出を行ってい

るところによる。 

 

 

 



 

（添付２） 
 

 

 

 

 
 
 

その他再処理設備の附属施設（その６） 
ユーティリティ設備 

 

第二スラッジ貯蔵場 
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別 図 一 覧 
 

 

別図－１ 第二スラッジ貯蔵場の第二スラッジ貯蔵場分電盤（ＬＷ２盤）の配置図 

別図－２ 第二スラッジ貯蔵場の第二スラッジ貯蔵場分電盤（ＬＷ２盤）制御用電源回

路変更配置図 

別図－３ 第二スラッジ貯蔵場の第二スラッジ貯蔵場分電盤（ＬＷ２盤）制御用電源回

路変更概要図（１／２） 

別図－４ 第二スラッジ貯蔵場の第二スラッジ貯蔵場分電盤（ＬＷ２盤）制御用電源回

路変更概要図（２／２） 

別図－５ 動力分電盤制御用電源回路の一部変更（その２）に係る工事フロー 
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表 一 覧 
 

表－１ 対象及び変更内容 

表－２ 機器一覧 

表－３ 動力分電盤制御用電源回路の一部変更（その２）に係る工事工程表 
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１．変更の概要 
 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法（平成 16 年法律第 155 号）附則第

18条第 1項に基づき、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭

和 32年法律第 166号）第 44条第 1項の指定があったものとみなされた再処理施設

について、平成 30 年 6 月 13 日付け原規規発第 1806132 号をもって認可を受け、

令和 2 年 9月 25日付け原規規発第 2009252号をもって変更の認可を受けた核燃料

サイクル工学研究所の再処理施設の廃止措置計画（以下「廃止措置計画」という。）

について、変更認可の申請を行う。 

今回、工事を行う動力分電盤制御用電源回路の一部変更（その２）に係る廃止措

置計画変更認可の申請は、昭和 56年 11月 27日に認可（56安(核規)第 616号）を

受けた「その他再処理設備の附属施設（その６）ユーティリティ設備）」のうち、

第二スラッジ貯蔵場の動力分電盤において制御用電源回路の一部変更を行うもの

である。 

変更を行う理由は、動力分電盤内の制御用電源回路が 1号系及び 2号系とも共通

となっており、電気機器（配線用遮断器、電磁接触器等）に不具合が発生した場合、

建家及びセル換気系送排風機が予備機も含め起動しない事象が発生する。 

当該事象の発生により、閉じ込め機能の維持ができなくなるリスクを低減するた

め、共通となっている制御用電源回路を 1号系及び 2号系に分離する処置を行うも

のである。 

動力分電盤制御用電源回路の一部変更（その２）に関する設計及び工事の計画に

係る廃止措置計画変更認可の申請は、昭和 56年 12月 17日の使用前検査合格証（55

安（核規） 第 295号）の取得後、最初のものである。 
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２．準拠すべき法令、基準及び規格 
 

「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」 

 (昭和 32年法律第 166号) 

「使用済燃料の再処理の事業に関する規則」(昭和 46年総理府令第 10号) 

「再処理施設の技術基準に関する規則」(令和 2年原子力規制委員会規則第 9号) 

「電気用品安全法」(昭和 36年法律第 234号) 

「電気設備に関する技術基準を定める省令」(平成 9年通商産業省令第 52号) 

「日本産業規格（JIS）」 

「日本電機工業会規格（JEM）」 

「電気規格調査会標準規格（JEC）」（電気学会） 
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３．設計の基本方針 
 

本申請に係る動力分電盤は、第二スラッジ貯蔵場の建家及びセル換気系送排風機

の負荷へ電源を供給する設備であり、事業指定申請書の安全設計に従い変電所から

２系統の給電線により受電し、万一、一方の系統が故障しても健全な系統から負荷

設備のうち重要なものについては給電するよう設置されている。 

本申請において、第二スラッジ貯蔵場に設置している動力分電盤に係る制御用電

源回路の電気機器（配線用遮断器、電磁接触器等）に不具合が発生した場合、建家

及びセル換気系送排風機が予備機も含め起動しないリスクを低減するため、共通と

なっている制御用電源回路を１号系及び２号系に分離するものであり、再処理施設

の技術基準に関する規則(令和 2 年原子力規制委員会規則第 9 号)第６条第１項、第

１０条第２号、第１１条第３項並びに第１６条第２項及び第３項に規定する技術上

の基準を満足するよう行う。 

また、本申請で設置する電気機器（配線用遮断器、変圧器、電磁接触器、ヒュー

ズ及び電線）は、一般市販品（汎用品）を選定する。 
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４．設計条件及び仕様 
 
（1）設計条件 

本申請による動力分電盤制御用電源回路の一部変更は、以下の条件を満足するよ

う設計する。対象及び変更内容を表－１に示す。 

① 制御用電源回路を１号系及び２号系に分離し、独立した回路とする。 

② 制御用電源回路の変更が安全に短時間で行えるようにする。 

③ 制御用電源回路の一部変更で使用する電気機器は、表－２に示す一般市販品

（汎用品）を選定する。 

④ 電線は難燃性のものを使用する。  

 

表－１ 対象及び変更内容 

  

（2）仕様 

本申請において使用する配線用遮断器、変圧器、電磁接触器、ヒューズ及び電線は、

「電気用品安全法」、「日本産業規格（JIS）」、「日本電機工業会規格（JEM）」及び「電

気規格調査会標準規格（JEC）」のいずれか又は複数に適合若しくは準拠したものから、

使用電圧、負荷電流等を考慮して選定する。なお、選定に当たっては、「電気設備に

関する技術基準を定める省令」を満足するものとする。 

機器一覧を表－２に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

施設名 名 称 
主な給電対象 

（負荷設備） 
回路変更の内容 

耐震 

分類 
備考 

第二スラッジ
貯蔵場 

第二スラッジ
貯蔵場 
分電盤 

（ＬＷ２盤） 

建家及びセル換気系
送排風機 

・制御用電源回路を１号系 
及び２号系に分離 

Ｃ 
別図－１ 
～４参照 ・分離に必要な配線用遮断器、

変圧器等の機器を設置 
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表－２ 機器一覧

施
設
名 

対象 番号 機器名称 仕様 負荷側の条件 適用規格 

第
二
ス
ラ
ッ
ジ
貯
蔵
場 

 
(

Ｌ
Ｗ
２
盤)

 

第
二
ス
ラ
ッ
ジ
貯
蔵
場
分
電
盤 

1 
配線用遮断器 

(変圧器一次側) 

型式：NF125-HV 3 P 

短絡電流の遮断能力 

：50 kA 

過負荷時のトリップ

電流：15 A 

400 V 回路の短絡

電流（10 kA）を

遮断できること。 

負荷電流：1 A 

JIS C 8201-2-1 

2 
配線用遮断器 

(変圧器二次側) 

型式：NF63-CV 2 P 

過負荷時のトリップ 

電流：30 A 

負荷電流：2 A JIS C 8201-2-1 

3 変圧器 

型式：USN-B 

一次電圧：420 V 

二次電圧：105 V 

容量：1 kVA 

一次電圧：420 V 

二次電圧：105 V 

負荷容量： 

0.2 kVA 

JIS C 6436 

JEC 2200 

4 電磁接触器 

型式：PAK-26J 

定格電圧：100 V 

定格電流：26 A 

使用電圧：100 V 

負荷電流：2 A 

JIS C 8201-4-1 

JEM 1038 

5 ヒューズ 

型式：AFaC-3 

定格電圧：600 V 

定格電流：3 A 

使用電圧：100 V 

負荷電流：0.1 A 
JIS C 8319 

6 電線 

型式：NC-HKIV 

公称断面積：5.5 mm2 

定格電圧：600 V 

定格電流：59 A 

使用電圧：100 V 

負荷電流：2 A 

JIS C 3005 

JIS K 7201-2 

7 電線 

型式：M-KIVLF 

公称断面積：2.0 mm2 

定格電圧：600 V 

定格電流：27 A 

使用電圧：100 V 

負荷電流：1 A 

JIS C 3316 

JIS C 3005 

 

（3）保守 

当該動力分電盤制御用電源回路は、その機能を維持するため、適切な保守ができ

るようにする。保守において交換する部品類は、配線用遮断器、変圧器、電磁接触

器、ヒューズ及び電線であり、これらの予備品を確保し、再処理施設保安規定に基

づき、適宜交換する。 
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５．工事の方法 

 

本申請に係る動力分電盤は、再処理施設の事業指定を受けたものである。 

本申請における工事については、再処理施設の技術基準に関する規則に適合する

よう工事を実施し、技術基準に適合していることを適時の試験・検査により確認す

る。 

    

（1）工事の手順 

本工事に用いる配線用遮断器、変圧器、電磁接触器、ヒューズ及び電線は、仕様

確認により、仕様を満足していることを確認する。 

制御用電源回路の分離を行う際は、現地へ搬入した電気機器を１号系又は２号系

の動力分電盤内に取り付けたのち、当該系統を停電させて配線を接続することで残

り１系統の給電を継続しながら工事する。残りのもう 1 系統も同様の手順で工事を

実施する。 

これらの工事により、電気機器を所定の場所に据付け、試験・検査を適時実施す

る。本工事フローを別図－５に示す。 

本工事において実施する試験・検査項目、検査対象、検査方法及び判定基準を以

下に示す。 

 

① 仕様確認 

対象：動力分電盤制御用電源回路の一部変更に使用する電気機器 

方法：制御用電源回路の一部変更に使用する配線用遮断器、変圧器、電磁接

触器、ヒューズ及び電線が表－２に示す選定条件の仕様であることを

検査記録により確認する。 

判定：表－２に示す仕様であること。 

 

② 据付・外観検査 

対象：動力分電盤制御用電源回路の一部変更に使用する電気機器 

方法：制御用電源回路の一部変更に使用する主な機器が別図－２の機器配置図

に示す位置に設置してあることを目視により確認する。 

判定：所定の位置に設置してあること。 
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③ 作動試験（１） 

対象：動力分電盤制御用電源回路の一部変更に使用する電気機器 

方法：制御用電源回路に設置した配線用遮断器、変圧器、電磁接触器が停電   

及び通電状態で別図－４の展開接続図どおり作動することを目視によ

り確認する。また、制御用電源回路の電圧が展開接続図どおりであるこ

とを電圧計で測定する。 

判定：停電及び通電状態において、制御用電源回路に配置した電磁接触器が 

正常に作動すること。また、制御用電源回路の電圧が変圧器の二次側で 

１００ Ｖ±１０ Ｖであること。 

 

   ④ 作動試験（２） 

対象：動力分電盤制御用電源回路の一部変更に使用する電気機器及び負荷設備 

方法：負荷設備が正常に起動することを目視により確認する。 

判定：負荷設備が正常に起動すること。 

 

（2）工事上の安全対策 

本工事に際しては、以下の工事上の注意事項に従い行う。 

① 本工事の保安については、再処理施設保安規定に従うとともに、労働安全衛生

法に従い、作業者に係る労働災害の防止に努める。 

② 本工事においては、動力分電盤制御用電源回路の一部変更に係る作業手順、装

備、連絡体制等について十分に検討した一般作業計画書を作成し、作業を実施

する。 

③ 本工事は活線近接作業となることから、活線又は活線近接作業管理要領に基づ

き、近接する活線部を十分に養生する等感電災害を防止するとともに、既設設

備に損傷を与えないよう必要な措置を講じる。 

④ 制御用電源回路への給電は工事中においても継続し、建家及びセル換気系送排

風機の運転に影響が生じない状態で行う。 

⑤ 制御用電源回路の分離を行う際は、あらかじめ新設する制御用電源回路の機器 

を動力分電盤内に設置したのち、２系統のうちの１系統を停電した状態で結線

作業を行うことで短時間（10 分程度）に終了させる。なお、万一、運転中の排

風機等が停止した場合は、速やかに作業を中断し、停電系統を復旧させ、予備



8 

機の運転を行う。 

⑥ 工事を行う系統を停電させる前に、母線連絡用遮断器の投入禁止の処置を講じ

る。 

⑦ 制御用電源回路の分離を行う際は、被水防止対策として動力分電盤周辺の配管

等の損傷に注意し、必要な箇所に養生等の措置を行う。 

⑧ 本工事に係る作業の開始前と終了後において、周辺設備の状態に変化がないこ

とを確認し、設備の異常の早期発見に努める。 
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６．工事の工程 

 

   本申請に係る工事の工程を表－３に示す。 

 

表－３ 動力分電盤制御用電源回路の一部変更（その２）に係る工事工程表 

 令和２年度 
備 考 

１１月 １２月 １月 ２月 ３月 

動 力 分 電 盤 

制御用電源回

路の一部変更

（ そ の ２ ） 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工 事 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別   図  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

分析所 地下 1 階平面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二スラッジ貯蔵場 １階平面図 

別図－１ 第二スラッジ貯蔵場の第二スラッジ貯蔵場分電盤（ＬＷ２盤）の配置図

第二スラッジ 
貯蔵場分電盤 
（ＬＷ２盤） 

（
盤
正
面
） 

：申請対象の分電盤 

電気室 
（W1 02） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

  

 

別図－２ 第二スラッジ貯蔵場の第二スラッジ貯蔵場分電盤（ＬＷ２盤） 制御用電源回路変更配置図 

① 1 号系制御用電源回路 

② 2 号系制御用電源回路 

番号 機器名称 型式 

 
配線用遮断器 

（変圧器一次側） NF125-HV 3P 

 
配線用遮断器 

（変圧器二次側） NF63-CV 2P 

 変圧器 USN-B 

 電磁接触器 PAK-26J 

 ヒューズ AFaC-3 

外形図（正面） 

機器配置図 

：申請範囲 

①、②内部の機器配置図 

１ ２ 
３ 

５ 

４ 

１ 

３ 

４ 

５ 

２ 

① 

② 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  別図－３ 第二スラッジ貯蔵場の第二スラッジ貯蔵場分電盤（ＬＷ２盤） 制御用電源回路変更概要図（１／２） 

機器制御回路 
 

電磁 
接触器 

配線用遮断器 

Ｍ 

1 号系の負荷設備 2 号系の負荷設備 

機器制御回路 
 

配線用 
遮断器 

電磁 
接触器 

リレー等の 
制御機器 

配線用 
遮断器 

電磁 
接触器 

配線用 
遮断器 

電磁 
接触器 

配線用 
遮断器 

配線用 
遮断器 

変圧器 
420 V/105 V 

変圧器 
420 V/105 V 

Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ 

［変更前］ ［変更後］ 

1 号系制御用電源回路（設置） 2 号系制御用電源回路(設置) 
 

Ｍ Ｍ 

1 号系の負荷設備 2 号系の負荷設備 

電磁 
接触器 

電磁 
接触器 

変圧器 
420 V/105 V 

配線用 
遮断器 

配線用 
遮断器 

機器制御回路 

機器制御回路 

：申請範囲 

配線用 
遮断器 

単線結線図 

1 号系 
受電用遮断器 

2 号系 
受電用遮断器 

母線連絡用 
遮断器 

 

１号系 
受電用遮断器 

2 号系 
受電用遮断器 

母線連絡用 
遮断器 

 

配線用遮断器 

電磁 
接触器 

電磁 
接触器 

変圧器 
420 V/105 V 

配線用 
遮断器 

配線用 
遮断器 

リレー等の 
制御機器 

電磁 
接触器 

№1 低圧主幹盤より 
（１号系 3 相 400 V） 

№2 低圧主幹盤より 
（2 号系 3 相 400 V） 

№1 低圧主幹盤より 
（１号系 3 相 400 V） 

№2 低圧主幹盤より 
（2 号系 3 相 400 V） 



 

 

 
 

   別図－４ 第二スラッジ貯蔵場の第二スラッジ貯蔵場分電盤（ＬＷ２盤） 制御用電源回路変更概要図（２／２） 

1 号系制御用電源回路 

R11 

S11 

T11 

 

1 号系 3 相 400 V 

配線用遮断器 
（15 A） 

配線用遮断器 
（30 A） 

変圧器 

420 V/105 V 

CMa 

RM 

電磁接触器 

コントロールパネル 

電磁接触器 
（CMa） 

2 号系制御用電源回路 

電磁接触器 
（CMb） 

変圧器 

420 V/105 V 

配線用遮断器 
（15 A） 

配線用遮断器 

（30 A） 

LW2a1 LW2b1 

機器制御回路へ 

LW2a2 LW2b2 

機器制御回路へ 

ヒューズ 
（3 A） 

CL1 

表示回路へ 

ヒューズ 
（3 A） 

CL2 

表示回路へ 

：申請範囲 
展開接続図 

R12 

S12 

T12 

 

2 号系 3 相 400 V 

CMb 

RM 

電磁接触器 

コントロールパネル 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

別図－５  動力分電盤制御用電源回路の一部変更（その２）に係る工事フロー 
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添 付 資 料 
 
 
 
１．申請に係る「再処理施設の技術基準に関する規則」

との適合性 

 

２．申請に係る「核原料物質、核燃料物質及び原子炉

の規制に関する法律」第 44 条第 1 項の指定若しくは

同法第 44 条の 4 第 1 項の許可を受けたところ又は同

条第 2 項の規定により届け出たところによるもので

あることを説明した書類 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１．申請に係る「再処理施設の技術基準に関する規則」

との適合性 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

1－1 

本申請に係る「再処理施設に関する設計及び工事の計画」は以下に示すとおり「再処

理施設の技術基準に関する規則」に掲げる技術上の基準に適合している。 

技 術 基 準 の 条 項 
評価の必要性の有無 

適 合 性 
有・無 項・号 

第一条 定義 － － － 

第二条 特殊な設計による再処理施設 無 － － 

第三条 
廃止措置中の再処理施設の維

持 
無 － － 

第四条 核燃料物質の臨界防止 無 － － 

第五条 安全機能を有する施設の地盤 無 － － 

第六条 地震による損傷の防止 有 第１項 別紙－１に示すとおり 

第七条 津波による損傷の防止 無   

第八条 
外部からの衝撃による損傷の

防止 
無 － － 

第九条 
再処理施設への人の不法な侵

入等の防止 
無 － － 

第十条 閉じ込めの機能 有 第二号 別紙－２に示すとおり 

第十一条 火災等による損傷の防止 有 第３項 別紙－３に示すとおり 

第十二条 
再処理施設内における 溢

い っ

水

による損傷の防止 
無 － － 

第十三条 
再処理施設内における化学薬

品の漏えいによる損傷の防止 
無 － － 

第十四条 安全避難通路等 無 － － 

第十五条 安全上重要な施設 無 － － 

第十六条 安全機能を有する施設 有 第２、３項 別紙－４に示すとおり 

第十七条 材料及び構造 無 － － 

第十八条 搬送設備 無 － － 

第十九条 使用済燃料の貯蔵施設等 無 － － 

第二十条 計測制御系統施設 無 － － 

第二十一条 放射線管理施設 無 － － 



1－2 

技 術 基 準 の 条 項 
評価の必要性の有無 

適 合 性 
有・無 項・号 

第二十二条 安全保護回路 無 － － 

第二十三条 制御室等 無 － － 

第二十四条 廃棄施設 無 － － 

第二十五条 保管廃棄施設 無 － － 

第二十六条 
使用済燃料等による汚染の防

止 
無 － － 

第二十七条 遮蔽 無 － － 

第二十八条 換気設備 無 － － 

第二十九条 保安電源設備 無 － － 

第三十条 緊急時対策所 無 － － 

第三十一条 通信連絡設備 無 － － 

第三十二条 重大事故等対処施設の地盤 無 － － 

第三十三条 地震による損傷の防止 無 － － 

第三十四条 津波による損傷の防止 無 － － 

第三十五条 火災等による損傷の防止 無 － － 

第三十六条 重大事故等対処設備 無 － － 

第三十七条 材料及び構造 無 － － 

第三十八条 
臨界事故の拡大を防止するた

めの設備 
無 － － 

第三十九条 
冷却機能の喪失による蒸発乾

固に対処するための設備 
無 － － 

第四十条 

放射線分解により発生する水

素による爆発に対処するため

の設備 

無 － － 

第四十一条 
有機溶媒等による火災又は爆

発に対処するための設備 
無 － － 

第四十二条 
使用済燃料貯蔵槽の冷却等の

ための設備 
無 － － 

第四十三条 
放射性物質の漏えいに対処す

るための設備 
無 － － 



1－3 

技 術 基 準 の 条 項 
評価の必要性の有無 

適 合 性 
有・無 項・号 

第四十四条 
工場等外への放射性物質等の

放出を抑制するための設備 
無 － － 

第四十五条 
重大事故等への対処に必要と

なる水の供給設備 
無 － － 

第四十六条 電源設備 無 － － 

第四十七条 計装設備 無 － － 

第四十八条 制御室 無 － － 

第四十九条 監視測定設備 無 － － 

第五十条 緊急時対策所 無 － － 

第五十一条 
通信連絡を行うために必要な

設備 
無 － － 

第五十二条 電磁的記録媒体による手続 無 － － 
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別紙－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １ 本申請は、動力分電盤制御用電源回路の一部を変更するものであり、既設動力分

電盤の支持構造は変更しない。 

第二スラッジ貯蔵場の動力分電盤（耐震分類Ｃ類）においては、動力分電盤内に

追加設置する電気機器の質量は微小(１５ ㎏以下)であり、設置後の動力分電盤の質

量は微増（２．５％以下）であるため、耐震性に影響は与えない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第六条（地震による損傷の防止） 

   安全機能を有する施設は、これに作用する地震力（事業指定基準規則第七条第二

項の規定により算定する地震力をいう。）による損壊により公衆に放射線障害を及

ぼすことがないものでなければならない。 

 

 ２ 耐震重要施設（事業指定基準規則第六条第一項に規定する耐震重要施設をいう。

以下同じ。）は、基準地震動による地震力（事業指定基準規則第七条第三項に規定

する基準地震動による地震力をいう。以下同じ。）に対してその安全性が損なわれ

るおそれがないものでなければならない。 

 

 ３ 耐震重要施設は、事業指定基準規則第七条第三項の地震により生ずる斜面の崩壊

によりその安全性が損なわれるおそれがないものでなければならない。 
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別紙－２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第十条（閉じ込めの機能） 

   安全機能を有する施設は、次に掲げるところにより、使用済燃料、使用済燃料

から分離された物又はこれらによって汚染された物（以下「使用済燃料等」とい

う。）を限定された区域に閉じ込める機能を保持するように設置されたものでな

ければならない。 

  一 流体状の使用済燃料等を内包する容器又は管に使用済燃料等を含まない

流体を導く管を接続する場合には、流体状の使用済燃料等が使用済燃料等を

含まない流体を導く管に逆流するおそれがない構造であること。 

 

  二 セルは、その内部を常時負圧状態に維持し得るものであること。 

 

  三 液体状の使用済燃料等を取り扱う設備をその内部に設置するセルは、当該

設備からの当該物質の漏えいを監視し得る構造であり、かつ、当該物質が漏

えいした場合にこれを安全に処理し得る構造であるとともに当該物質がセ

ル外に漏えいするおそれがない構造であること。 

 

  四 セル内に設置された流体状の使用済燃料等を内包する設備から、使用済燃

料等が当該設備の冷却水、加熱蒸気その他の熱媒中に漏えいするおそれがあ

る場合は、当該熱媒の系統は、必要に応じて、漏えい監視設備を備えるとと

もに、汚染した熱媒を安全に処理し得るように設置すること。 

 

  五 プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む

物質（以下この条において「プルトニウム等」という。）を取り扱うグロー

ブボックスは、その内部を常時負圧状態に維持し得るものであり、かつ、給

気口及び排気口を除き、密閉することができる構造であること。 

 

  六 液体状のプルトニウム等を取り扱うグローブボックスは、当該物質がグロ

ーブボックス外に漏えいするおそれがない構造であること。 
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 二  動力分電盤制御用電源回路の分離を行う際は、現地へ搬入した電気機器を１号

系又は２号系の動力分電盤内に取り付けたのち、当該系統を停電させて配線を接

続することで残り 1 系統の給電を継続しながら工事する。残りのもう 1 系統も同

様の手順で工事を実施する。              

これにより、建家及びセル換気系送排風機の運転を継続するため、閉じ込め機

能に影響はない。 

七 密封されていない使用済燃料等を取り扱うフードは、その開口部の風速を適

切に維持し得るものであること。 

 

八 プルトニウム等を取り扱う室（保管廃棄する室を除く。）及び使用済燃料等

による汚染の発生のおそれがある室は、その内部を負圧状態に維持し得るもの

であること。 

   

   九  液体状の使用済燃料等を取り扱う設備が設置される施設（液体状の使用

済燃料等の漏えいが拡大するおそれがある部分に限る。）は、次に掲げる

ところによるものであること。 

    イ 施設内部の床面及び壁面は、液体状の使用済燃料等が漏えいし難いもの

であること。 

    ロ 液体状の使用済燃料等を取り扱う設備の周辺部又は施設外に通ずる出入

口若しくはその周辺部には、液体状の使用済燃料等が施設外へ漏えいす

ることを防止するための堰
せき

が設置されていること。ただし、施設内部の

床面が隣接する施設の床面又は地表面より低い場合であって、液体状の

使用済燃料等が施設外へ漏えいするおそれがないときは、この限りでな

い。 

    ハ 工場等の外に排水を排出する排水路（湧水に係るものであって使用済燃

料等により汚染するおそれがある管理区域内に開口部がないものを除

く。）の上に施設の床面がないようにすること。ただし、当該排水路に使

用済燃料等により汚染された排水を安全に廃棄する設備及び第二十一条

第三号に掲げる事項を計測する設備が設置されている場合は、この限り

でない。 
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別紙－３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第十一条（火災等による損傷の防止） 

   安全機能を有する施設は、火災又は爆発の影響を受けることにより再処理施設

の安全性に著しい支障が生ずるおそれがある場合において、消火設備（事業指定

基準規則第五条第一項に規定する消火設備をいう。以下同じ。）及び警報設備（警

報設備にあっては自動火災報知設備、漏電火災警報器その他の火災の発生を自動

的に検知し、警報を発するものに限る。以下同じ。）が設置されたものでなければ

ならない。 

 

２ 前項の消火設備及び警報設備は、その故障、損壊又は異常な作動により安全上

重要な施設の安全機能に著しい支障を及ぼすおそれがないものでなければならな

い。 

 

３ 安全機能を有する施設であって、火災又は爆発により損傷を受けるおそれがあ

るものは、可能な限り不燃性又は難燃性の材料を使用するとともに、必要に応じ

て防火壁の設置その他の適切な防護措置が講じられたものでなければならない。 

 

４ 有機溶媒その他の可燃性の液体（以下この条において「有機溶媒等」という。）

を取り扱う設備は、有機溶媒等の温度をその引火点以下に維持すること、不活性

ガス雰囲気で有機溶媒等を取り扱うことその他の火災及び爆発の発生を防止する

ための措置が講じられたものでなければならない。 

  

５ 有機溶媒等を取り扱う設備であって、静電気により着火するおそれがあるもの

は、適切に接地されているものでなければならない。 

 

６ 有機溶媒等を取り扱う設備をその内部に設置するセル、グローブボックス及び

室のうち、当該設備から有機溶媒等が漏えいした場合において爆発の危険性があ

るものは、換気その他の爆発を防止するための適切な措置が講じられたものでな

ければならない。 
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３ 本申請は、動力分電盤の制御用電源回路の一部を１号系及び２号系に分離するもの

であり、分離に使用する電線は難燃性のものを使用する。 

  敷設する電線が難燃性のものであることを仕様確認により確認する。 

 

 

 

 

 ７ 硝酸を含む溶液を内包する蒸発缶のうち、リン酸トリブチルその他の硝酸と反応

するおそれがある有機溶媒（爆発の危険性がないものを除く。次項において「リン

酸トリブチル等」という。）が混入するおそれがあるものは、当該設備の熱的制限

値を超えて加熱されるおそれがないものでなければならない。 

 

 ８ 再処理施設には、前項の蒸発缶に供給する溶液中のリン酸トリブチル等を十分に

除去し得る設備が設けられていなければならない。 

 

 ９ 水素を取り扱う設備（爆発の危険性がないものを除く。）は、適切に接地されて

いるものでなければならない。 

 

１０ 水素の発生のおそれがある設備は、発生した水素が滞留しない構造でなければな

らない。 

 

１１ 水素を取り扱い、又は水素の発生のおそれがある設備（爆発の危険性がないもの

を除く。）をその内部に設置するセル、グローブボックス及び室は、当該設備から

水素が漏えいした場合においてもこれが滞留しない構造とすることその他の爆発を

防止するための適切な措置が講じられたものでなければならない。 

 

１２ ジルコニウム金属粉末その他の著しく酸化しやすい固体廃棄物を保管廃棄する設

備は、水中における保管廃棄その他の火災及び爆発のおそれがない保管廃棄をし得

る構造でなければならない。 
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２ 本申請は、動力分電盤制御用電源回路の一部を１号系及び２号系に分離するもので

あり、その健全性及び能力を確認するため、その安全機能の重要度に応じ、再処理施

設の運転中又は停止中に検査又は試験ができるように設置する。 

 

３ 本申請は、動力分電盤制御用電源回路の一部を１号系及び２号系に分離するもので

あり、その安全機能を維持するため、適切な保守及び修理ができるように設置する。 

 
 
 
 

第十六条（安全機能を有する施設） 

 安全機能を有する施設は、設計基準事故時及び設計基準事故に至るまでの間に想

定される全ての環境条件において、その安全機能を発揮することができるように設

置されたものでなければならない。 

 

２ 安全機能を有する施設は、その健全性及び能力を確認するため、その安全機能

の重要度に応じ、再処理施設の運転中又は停止中に検査又は試験ができるように

設置されたものでなければならない。 

 

３ 安全機能を有する施設は、その安全機能を維持するため、適切な保守及び修理

ができるように設置されたものでなければならない。 

 

４ 安全機能を有する施設に属する設備であって、ポンプその他の機器又は配管の

損壊に伴う飛散物により損傷を受け、再処理施設の安全性を損なうことが想定さ

れるものは、防護措置その他の適切な措置が講じられたものでなければならない。 

 

５ 安全機能を有する施設は、二以上の原子力施設と共用する場合には、再処理施

設の安全性が損なわれないように設置されたものでなければならない。 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．申請に係る「核原料物質、核燃料物質及び原子炉

の規制に関する法律」第 44 条第 1 項の指定若しくは

同法第 44 条の 4 第 1 項の許可を受けたところ又は同

条第 2 項の規定により届け出たところによるもので

あることを説明した書類 
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原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規

制に関する法律等の一部を改正する法律附則第 5 条第 6 項において読み替えて準用する

同法第 4 条第 1 項の規定に基づき、独立行政法人日本原子力研究開発機構法（平成 16 年

法律第 155 号）附則第 18 条第 1 項により、指定があったものとみなされた再処理事業指

定申請書について、令和 2 年 4 月 22 日付け令 02 原機（再）007 により届出を行ってい

るところによる。 

 

 

 

 



 

（別冊 1－23） 

 

 

 

 

 

 

 

再処理施設に関する設計及び工事の計画 
 

（安全管理棟排水モニタリング設備の更新） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

放射線管理施設（その１） 
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表-1 廃液試料測定設備一覧 

表-2 廃液試料測定設備の仕様及び性能 

表-3 廃液試料測定設備の更新に係る工事工程表 
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１．変更の概要 

 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法（平成 16 年法律第 155 号）附則第 18

条第 1 項に基づき、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和

32 年法律第 166 号）第 44 条第 1 項の指定があったものとみなされた再処理施設に

ついて、平成 30 年 6 月 13 日付け原規規発第 1806132 号をもって認可を受け、令和

2 年 9 月 25 日付け原規規発第 2009252 号をもって変更の認可を受けた核燃料サイク

ル工学研究所の再処理施設の廃止措置計画（以下「廃止措置計画」という。）につい

て、変更認可の申請を行う。 

今回工事を行う安全管理棟排水モニタリング設備の更新に係る廃止措置計画変更認

可の申請は、昭和 47 年 8 月 14 日に「放射線管理施設（その１）」として認可（47 原第

6785 号）を受け、その後、昭和 55 年に変更を受けた「「再処理施設に関する設計及び

工事の方法（その５）」の変更について」について、再処理施設の技術基準に関する規

則に基づき実施するものである。 

今回、経年劣化の予防保全の観点から、再処理施設における放出水中の放射性物質

の種類別の量及び濃度の計測に用いる排水モニタリング設備のうち廃液試料測定設備

（アルファ放射線測定器 5 台（No.1～5）、ベータ放射線測定器 2 台（No.1～2）及びガ

ンマ放射線測定器 3 台（No.1～2、4））について、順次更新するものである。 

  



2 

２．準拠すべき法令、基準及び規格 

 

「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」 

（昭和 32 年法律第 166 号） 

「使用済燃料の再処理の事業に関する規則」（昭和 46 年総理府令第 10 号） 

「再処理施設の技術基準に関する規則」（令和 2 年原子力規制委員会規則第 9 号） 

「日本産業規格（JIS）」 
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３．設計の基本方針 

 

本申請に係る排水モニタリング設備のうち廃液試料測定設備は、安全管理棟に設置さ

れており、再処理施設における放出水中の放射性物質の種類別の量及び濃度の計測に用

いられるものである。 

本申請は、廃液試料測定設備である、アルファ放射線測定器、ベータ放射線測定器及

びガンマ放射線測定器の更新に関するものであり、再処理施設の技術基準に関する規則

（令和 2 年原子力規制委員会規則第 9 号）の第 21 条の第 1 項第 3 号に規定する技術上の

基準を満足するよう行う。 
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４．設計条件及び仕様 

 

（1） 設計条件 

本申請書に係る廃液試料測定設備の一覧を表-1、配置場所を別図-1 に示す。なお、設

備はいずれもモジュール、検出器で構成されており、本申請に係る更新はモジュール及び

検出器一式を交換するものとする。 

表-1  廃液試料測定設備一覧 

名称 台数 設置場所 

アルファ放射線測定器（No.1～5） 5 

安全管理棟 ベータ放射線測定器（No.1～2） 2 

ガンマ放射線測定器（No.1～2、4） 3 

 

 

（2） 仕様及び性能 

廃液試料測定設備の更新に当たっては、表-2 に示す既設と同等品である一般産業用工

業品と交換する。本申請に係る設備の仕様及び性能を表-2 に示す。 

 

表-2 廃液試料測定設備の仕様及び性能 

名称 仕様及び性能 

アルファ放射線測定器 
シンチレーション検出器（ZnS（Ag）） 

計数効率：10％以上 

ベータ放射線測定器 
GM 検出器又はシンチレーション検出器（プラスチック） 

計数効率：10％以上 

ガンマ放射線測定器 

ゲルマニウム半導体検出器 

241Am、137Cs、60Co それぞれのエネルギーに対する基準エネルギー

との差：±1.00 keV 以内 
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（3） 保守 

廃液試料測定設備は、その機能を維持するため、適切な保守ができるようにする。保守

において交換する部品類はシール材、消耗品類、回転機器構成部品、検出器、計測モジュ

ール、基板、センサ、計器類、シーケンサ、表示モニタであり、適宜これらの部品を入手

し、再処理施設保安規定に基づき交換する。 
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５．工事の方法 

 

本申請に係る廃液試料測定設備は、再処理施設の事業指定を受けたものである。本申請

における工事については、再処理施設の技術基準に関する規則に適合するよう工事を実施

し、技術基準に適合していることを適時の検査により確認する。 

 

（1） 工事の手順 

 本工事に係る廃液試料測定設備は、既設設備を撤去後、新規設備を搬入し、現場に配

置する。設備の配置後、所要の検査を行う。 

今回の工事対象となる廃液試料測定設備は、アルファ放射線測定器 3 台（No.3～5）、

ベータ放射線測定器 1 台（No.1）を交換対象とする。その他の廃液試料測定設備につい

ては、経年劣化の状況を踏まえ同様の手順で実施する。 

なお、本設備の工事においては、それぞれの測定器を複数台所有しており、同時に工

事は行わないこと、また計測においては、放出水を海洋放出前に採取し、間接的に実施

することから、再処理施設における放出水中の放射性物質の種類別の量及び濃度の計測

への影響はない。 

これらの作業全般にわたり、災害防止等の所要の安全対策を行う。 

本工事フローを別図-2 に示す。 

本工事において実施する検査項目、検査対象、検査方法及び判定基準を以下に示す。 

① 仕様確認検査 

対 象：廃液試料測定設備 

方 法：アルファ、ベータ、ガンマ各放射線測定器の仕様を図書等により確認する。 

判 定：アルファ、ベータ、ガンマ各放射線測定器が表-2 に示す検出器によって構成

されるものであること。 

② 作動確認検査 

対 象：廃液試料測定設備 

方 法：標準線源を用いて確認する。 

判 定：アルファ、ベータ放射線測定器の計数効率が 10％以上であること。 

ガンマ放射線測定器で 241Am、137Cs、60Co それぞれのエネルギーに対する基準

エネルギーとの差が±1.00 keV 以内であること。 
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③ 外観検査 

対 象：廃液試料測定設備 

方 法：廃液試料測定設備の外観を目視により確認する。 

判 定：廃液試料測定設備の外観に使用上有害な傷、変形がないこと。 

 

 （2） 工事上の安全対策 

   本工事に際しては、以下の注意事項に従い行う。 

① 本工事の保安については、再処理施設保安規定に従うとともに、労働安全衛生法に従

い、作業者に係る労働災害の防止に努める。 

② 本工事においては、作業手順、装備、汚染管理、連絡体制等について十分に検討した

その他の放射線作業（非定型）届（G1）を作成し、作業を実施する。 

③ 本工事においては、ヘルメット、革手袋等の保護具を着用し、災害防止に努める。ま

た、作業箇所周辺の設備に影響を与えないよう養生等を行う。 

④ 本工事に係る作業の開始前と終了後において、周辺設備の状態に変化がないことを確

認し、設備の異常の早期発見に努める。 
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６．工事の工程 

 

今回更新対象としている廃液試料測定設備（アルファ放射線測定器 3 台、ベータ

放射線測定器 1 台）に係る工事の工程を表-3 に示す。 

 

表-3 廃液試料測定設備の更新に係る工事工程表 

 
令和 2 年度 

備考 
12 月 1 月 2 月 3 月 

廃液試料測定 

設備の更新 
   工事 

以降適宜 

交換する。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（別図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

（安全管理棟 2F 管理区域 平面図） 

 

別図-1 廃液試料測定設備の配置場所

ガンマ放射線測定器 

アルファ放射線測定器 
ベータ放射線測定器 

放射線測定室 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

別図-2 廃液試料測定設備の更新に係る工事フロー 

 

設備入手

現地搬入

既設設備撤去

新規設備設置

工事完了

仕：仕様確認検査

外：外観検査

仕

外
作：作動確認検査

作
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１．申請に係る「再処理施設の技術基準に関する規則」

との適合性 

 

 

 

 

 

 

 



1－1 

本申請に係る「再処理施設に関する設計及び工事の計画」は以下に示すとおり「再処理施設の

技術基準に関する規則」に掲げる技術上の基準に適合している。 

技 術 基 準 の 条 項 

評価の必要性の有無 

適 合 性 

有・無 項・号 

第一条 定義 － － － 

第二条 特殊な設計による再処理施設 無 － － 

第三条 
廃止措置中の再処理施設の維

持 
無 － － 

第四条 核燃料物質の臨界防止 無 － － 

第五条 安全機能を有する施設の地盤 無 － － 

第六条 地震による損傷の防止 無 － － 

第七条 津波による損傷の防止 無 － － 

第八条 
外部からの衝撃による損傷の

防止 
無 － － 

第九条 
再処理施設への人の不法な侵

入等の防止 
無 － － 

第十条 閉じ込めの機能 無 － － 

第十一条 火災等による損傷の防止 無 － － 

第十二条 
再処理施設内における溢

いつ

水

による損傷の防止 
無 － － 

第十三条 
再処理施設内における化学薬

品の漏えいによる損傷の防止 
無 － － 

第十四条 安全避難通路等 無 － － 

第十五条 安全上重要な施設 無 － － 

第十六条 安全機能を有する施設 無 － － 

第十七条 材料及び構造 無 － － 

第十八条 搬送設備 無 － － 

第十九条 使用済燃料の貯蔵施設等 
無 

 
－ － 

第二十条 計測制御系統施設 無 － － 

第二十一条 放射線管理施設 有 
第１項第３

号 
別紙-1に示すとおり 

第二十二条 安全保護回路 無 － － 
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技 術 基 準 の 条 項 

評価の必要性の有無 

適 合 性 

有・無 項・号 

第二十三条 制御室等 無 － － 

第二十四条 廃棄施設 無 － － 

第二十五条 保管廃棄施設 無 － － 

第二十六条 
使用済燃料等による汚染の防

止 
無 － － 

第二十七条 遮蔽 無 － － 

第二十八条 換気設備 無 － － 

第二十九条 保安電源設備 無 － － 

第三十条 緊急時対策所 無 － － 

第三十一条 通信連絡設備 無 － － 

第三十二条 重大事故等対処施設の地盤 無 － － 

第三十三条 地震による損傷の防止 無 － － 

第三十四条 津波による損傷の防止 無 － － 

第三十五条 火災等による損傷の防止 無 － － 

第三十六条 重大事故等対処設備 無 － － 

第三十七条 材料及び構造 無 － － 

第三十八条 
臨界事故の拡大を防止するた

めの設備 
無 － － 

第三十九条 
冷却機能の喪失による蒸発乾

固に対処するための設備 
無 － － 

第四十条 

放射線分解により発生する水

素による爆発に対処するため

の設備 

無 － － 

第四十一条 
有機溶媒等による火災又は爆

発に対処するための設備 
無 － － 

第四十二条 
使用済燃料貯蔵槽の冷却等の

ための設備 
無 － － 

第四十三条 
放射性物質の漏えいに対処す

るための設備 
無 － － 

第四十四条 
工場等外への放射性物質等の

放出を抑制するための設備 
無 － － 
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技 術 基 準 の 条 項 

評価の必要性の有無 

適 合 性 

有・無 項・号 

第四十五条 
重大事故等への対処に必要と

なる水の供給設備 
無 － － 

第四十六条 電源設備 無 － － 

第四十七条 計装設備 無 － － 

第四十八条 制御室 無 － － 

第四十九条 監視測定設備 無 － － 

第五十条 緊急時対策所 無 － － 

第五十一条 
通信連絡を行うために必要な

設備 
無 － － 

第五十二条 電磁的記録媒体による手続 無 － － 
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別紙－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三 本申請において更新する排水モニタリング設備のうち廃液試料測定設備は、第

二十一条第一項にある間接的に計測する設備であり、再処理施設における放出水

中の放射性物質の種類別の量及び濃度の計測機能を求められるものであある。本

設備において、経年劣化に対する予防保全の観点から同等品の一般産業用工業品

に更新する。本設備の工事においては、それぞれの測定器を複数台所有してお

り、同時に工事は行わないこと、また計測においては、放出水を海洋放出前に採

取し、間接的に実施することから、再処理施設における放出水中の放射性物質の

種類別の量及び濃度の計測への影響を与えない。 

 

 

 

 

第二十一条（放射線管理施設） 

 

工場等には、次に掲げる事項を計測する放射線管理施設が設けられていなければな

らない。この場合において、当該事項を直接計測することが困難な場合は、これを間

接的に計測する施設をもって代えることができる。 

 一 再処理施設の放射線遮蔽物の側壁における原子力規制委員会の定める線量当

量率 

 二 放射性廃棄物の排気口又はこれに近接する箇所における排気中の放射性物質

の濃度 

 三 放射性廃棄物の海洋放出口又はこれに近接する箇所における放出水中の放射

性物質の種類別の量及び濃度 

 四 管理区域における外部放射線に係る原子力規制委員会の定める線量当量、空

気中の放射性物質の濃度及び放射性物質によって汚染された物の表面の放射

性物質の密度 

 五 周辺監視区域における外部放射線に係る原子力規制委員会の定める線量当量 

 

２ 耐震重要施設（事業指定基準規則第六条第一項に規定する耐震重要施設をいう。

以下同じ。）は、基準地震動による地震力（事業指定基準規則第七条第三項に規定す

る基準地震動による地震力をいう。以下同じ。）に対してその安全性が損なわれるお

それがないものでなければならない。 

 

３ 耐震重要施設は、事業指定基準規則第七条第三項の地震により生ずる斜面の崩壊

によりその安全性が損なわれるおそれがないものでなければならない。 



 

 

 

 

 

 

 

 

２．申請に係る「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の

規制に関する法律」第 44 条第 1 項の指定若しくは同

法第 44条の 4第 1項の許可を受けたところ又は同条

第 2 項の規定により届け出たところによるものであ

ることを説明した書類 

 

 

 

 

 

 



 

2-1 

原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制

に関する法律等の一部を改正する法律附則第 5条第 6項において読み替えて準用する同法

第 4条第 1項の規定に基づき、独立行政法人日本原子力研究開発機構法（平成 16年法律

第 155号）附則第 18条第 1項により、指定があったものとみなされた再処理事業指定申

請書について、令和 2年 4 月 22日付け令 02原機（再）007 により届出を行っているとこ

ろによる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




